
情報公開の流れ
情報公開の手続きは主に下図により行われます

異議申立て情報提供等

相 談 請 求 決 定 開示実施

•誰でも情報公開の
相談・問合せ・請求
等ができます

•窓口で情報の提
供・開示請求等の
相談に対応します

・開示請求書に所定の
内容を書き込み提出
します（開示請求手数
料納付）

・請求対象となる法人文
書を特定します

•請求対象となる
法人文書の有無
確認・検索します

•公開可否等の判断
を行います

通 知

•請求者に開示等
の決定内容を通知

•開示等の実施方法
を確定します

•閲覧または写しの
交付を行います
（開示実施手数料納
付後）

•開示等の決定は
原則30日以内です

•情報公開審査会に
諮問、答申

請
求
書

•説明等を求められ
た場合はできる限り
分かりやすく説明し
ます

決定に不服の場合は
異議申立て


